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〔表１〕一般会計決算

　歳　入
21億338万円6千円

（前年度比103.6％）

分担金及び
負担金

18億3,630万8千円

使用料及び
手数料

214万3千円

財産収入 6,014万円

繰入金 250万円

繰越金 7,343万2千円

諸収入 3,856万3千円

組合債 9,030万円

　歳　出
20億4,674万3千円

（前年度比104.6％）

議会費 150万7千円

総務費 9,778万8千円

衛生費 1億3,889万3千円

消防費 15億5,973万6千円

公債費 2億4,881万9千円

〔表２〕急患センター事業特別会計決算

歳入 2億6,419万8千円（前年度比94.4％）

歳出 2億6,308万1千円（前年度比102.5％）

〔表３〕本木簡易水道事業特別会計決算

歳入 2,612万6千円（前年度比291.2％）

歳出 2,612万3千円（前年度比291.2％）

〔表４〕水道事業会計決算

収益的収支（ご家庭まで給水するための収支）

収益的収入
36億9,383万6千円

（前年度比105.5%）

収益的支出
35億1,359万4千円

（前年度比120.7%）

資本的収支（水道施設を整備・拡充するための収支）

資本的収入
9億3,531万2千円

（前年度比66.2%）

資本的支出
17億4,999万円

（前年度比80.5%）

　宗像地区事務組合の会計は、消防・し尿

処理事業にかかる経費を計上する「一般会

計」と、急患センター事業、簡易水道事業

にかかる経費を計上する「特別会計」に分

かれます。また、水道事業にかかる経費を

計上する「水道事業会計（公営企業会計）」

があります。

　一般会計の主な歳入は宗像市と福津市か

らの負担金です。歳出の大半を占める消防

費で、水槽付消防ポンプ自動車（98,450千

円）を購入しました。〔表１〕

　急患センター事業特別会計では、同セン

ターの管理運営業務委託（247,043千円）

が主な事業です。〔表２〕

　本木簡易水道事業特別会計の主な事業は、

令和２年度から令和４年度に実施予定であ

る配水管布設替工事（下水道と共設）に係

る測量設計委託（11,436千円）、配水管減

圧弁設置工事（7,094千円）等です。〔表３〕

　水道事業会計は、平成22年度から実施し

ている国庫補助事業（水道広域化施設整備

事業）による事業を進めました。具体的に

は、一般改良事業として、取水施設では大

島浄水場第５水源ポンプ設備の更新工事等

を実施、配水施設では宗像・福津市域の配

水管布設替工事等の更新事業を実施しまし

た。拡張事業として、宗像・福津市域の配

水管布設工事等の配水施設拡張事業を実施

し、水の安定供給及び水道施設の拡充に努

めました。〔表４〕

令和元年度決算の特徴

令和元年度  宗像地区事務組合決算概要
福岡都市圏17市町　共同企画
筑後川のめぐみクイズ
　宗像市・福津市の地域を含む福岡都市圏では水道水の約３分

の１を筑後川の水に頼っています。

　福岡都市圏広域行政事業組合では、住民の皆さまにその水の

恩恵を知っていただきたいとの思いから、「筑後川のめぐみク

イズ」を実施します。クイズ正解者の中から抽選で筑後川流域

の特産品を総計500名様にプレゼントいたします。こちらの

QRコードまたはURLより特設ホームページへアクセスし、答

え・アンケート等をハガキに記入してご応募ください。

●URL: www.fukuoka-tosiken.jp/quiz2020/

①応募方法：上記特設ホームページ参照

②応募締切：令和２年11月20日

　　　　　　（当日消印有効）

③応募資格：福岡都市圏17市町在住者

■問い合わせ先

　福岡都市圏広域行政事業組合事務局

　☎092-733-5004　FAX 092-733-5005

　e-mail：fukuokatoshiken＠nifty.com

給水管漏水時の費用負担について

　私有地（宅地内）の水道管は個人の財産ですので、宅地内で

漏水が発生した場合、修理は原則個人で対応していただくこと

になります。宅地と道路の境界付近の漏水や、漏水の場所が分

からないなどの場合は、下記に連絡いただければ調査に伺いま

す。

■問い合わせ先　宗像地区水道管理センター　☎（62）0975

お し ら せ

議会の風景
　宗像地区事務組合は、県や市と同様に一つの地

方公共団体として機能しています。当組合では、

年に２回、議会の定例会が開催されて、消防事業

や水道事業等に係る予算・決算、条例等について

活発な審議が行われています。議員定数は16人で、

宗像市８人・福津市８人の市議会議員から構成さ

れます。

　また、組合には組合長及び副組合長が置かれ、

平成19年から現在まで福津市長と宗像市長が概ね

２年交代で就任しています。

　皆さんは「宗像地区事務組合」をご存じですか。宗像市と福津市は、広域で協力し、効率的で高い水

準の市民サービスを提供する為に、宗像地区事務組合を設立しました。宗像地区事務組合では、生活に

深く関わりのある水道、消防、急患センター、し尿処理の４つの事業を行っています。

10月７日議会の様子


